
長浜市財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和６年３月２５日 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

長浜市規則第３３号  



長浜市財務規則の一部を改正する規則 

 

長浜市財務規則（平成18年長浜市規則第35号）の一部を次のように改正する。 

第３３条第３項第２号中「第１６５条の６第２項及び第３項」を「第１６５条の５第２

項及び第３項」に改める。 

第４２条を次のように改める。 

（徴収又は収納の委託） 

第４２条 市長は、法第２４３条の２の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を委

託しようとするときは、会計管理者と協議し、次に掲げる事項を記載した契約書により

契約しなければならない。 

(1) 委託事務の内容 

(2) 委託期間 

(3) 徴収又は収納の方法 

(4) 指定金融機関等への払込み 

(5) 委託の金額及び支払の方法 

(6) 危険負担等 

(7) その他必要と認める事項 

２ 市長は、前項の規定による委託をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 

 (1) 法第２４３条の２第１項に規定する指定公金事務取扱者（以下「指定公金事務取扱

者」という。）の名称及び住所又は事務所の所在地 

 (2) 指定をした日 

 (3) 委託をした日 

 (4) 委託期間 

(5) 委託した公金事務に係る歳入の種類 

(6) 徴収又は収納の方法 

(7) その他必要と認める事項 

３ 市長は、指定公金事務取扱者からその名称及び住所又は事務所の所在地の変更の届

出があったときは、当該届出に係る事項を告示するものとする。 

４ 市長は、法２４３条の２の３第１項の規定により指定公金事務取扱者の指定を取り消

したときは、その旨を告示するものとする。 

５ 指定公金事務取扱者が公金を徴収又は収納したときは、速やかに指定金融機関等に払

い込むとともに、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、出納機関に提出しなけれ

ばならない。 

 (1) 会計の年度及び区分 

 (2) 前月の繰越額 

 (3) 当月の調定額及び収入済額 

 (4) 当月の払込額 

 (5) 当月の残額 

 (6) その他必要と認める事項 

第４３条第２項中「第１６５条の７」を「第１６５条の６」に改める。 



第８０条を次のように改める。 

 (支出事務の委託) 

第８０条 市長は、法第２４３条の２の規定により支出に関する事務を委託しようとする

ときは、会計管理者と協議し、次に掲げる事項を記載した契約書により契約しなければ

ならない。 

(1) 委託事務の内容 

(2) 委託期間 

(3) 支出の方法 

(4) 委託の金額及び支払の方法 

(5) 危険負担等 

(6) その他必要と認める事項 

２ 市長は、前項の規定による委託をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 

 (1) 指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地 

 (2) 指定をした日 

 (3) 委託をした日 

 (4) 委託期間 

(5) 委託した公金事務に係る歳出の種類 

(6) 支出の方法 

(7) その他必要と認める事項 

３ 市長は、指定公金事務取扱者からその名称及び住所又は事務所の所在地の変更の届

出があったときは、当該届出に係る事項を告示するものとする。 

４ 市長は、法２４３条の２の３第１項の規定により指定公金事務取扱者の指定を取り消

したときは、その旨を告示するものとする。 

５ 指定公金事務取扱者が公金の委託支払をしたときは、速やかに次に掲げる事項を記載

した書類を作成し、関係書類とともに出納機関に提出しなければならない。 

 (1) 会計の年度及び区分 

 (2) 委託額、精算額及び差引残額 

 (3) 精算の内訳 

 (4) その他必要と認める事項 

第８７条第５号を次のように改める。 

(5) 指定公金事務取扱者 

第８９条第１項中「第１６５条の５」を「第１６５条の４」に改める。 

第１０５条中「収入事務受託者」を「指定公金事務取扱者」に改める。 

第１１６条第２項中「第１６５条の６第２項」を「第１６５条の５第２項」に改める。 

第１１７条中「第１６５条の６第３項」を「第１６５条の５第３項」に改める。 

第１５０条第１項第４号を次のように改める。 

(4) 指定公金事務取扱者 

第１５３条中「第２４３条の２の２第１項後段」を「第２４３条の２の８第１項後段」

に改める。 

第１５４条第１項中「第２４３条の２の２第１項前段」を「第２４３条の２の８第１項



前段」に改め、同条第２項中「第２４３条の２の２第１項後段」を「第２４３条の２の８

第１項後段」に改める。 

様式第４３号を次のように改める。  



様式第４３号（第４９条、第７４条、第８５条、第８６条、第９７条、第１１５条、第１１８条関係） 

 

公金振替書 
（単位：円） 

会計名 
本日受高 本日払高 

振替 振替 

一般会計   

特 

別 

会 

計 

   

   

   

   

   

   

   

   

歳
入
歳
出
外

現
金 

   

   

   

基 

金 

   

   

企

業

会
計 

   

合計   

 

   年  月  日付けで上記のとおり振替してください。 

                                 年  月  日 

 

長浜市指定金融機関 御中 

 

長浜市会計管理者   印



公金振替済通知書 

（単位：円） 

会計名 
本日受高 本日払高 

振替 振替 

一般会計   

特 

別 

会 

計 

   

   

   

   

   

   

   

   

歳
入
歳
出
外

現
金 

   

   

   

基 

金 

   

   

企

業

会
計 

   

合計   

 

   年  月  日付けで上記のとおり振替しましたので通知します。 

                                 年  月  日 

 

長浜市会計管理者 あて 

 

長浜市指定金融機関 



様式第６４号を次のように改める。  



　月　日

　　　　年度 　　　　年度 　　　　年度 　　　　年度

長浜市

　　　年度

　年 現在  （単位：円） P.

会    計

年    度 　　　　年度 　　　　年度 　　　　年度 　　　　年度 　　　　年度 　　　　年度

歳
 

入

収    入

還    付

振    替

日    計

月    計

累
計

現  年

繰越明許

事故繰越

継続繰越

計

歳
 

出

支    出

戻    入

振    替

日    計

月    計

累
計

現  年

繰越明許

事故繰越

継続繰越

計

歳計金
年度別

合 計

一 時
借 入

日 計

累 計

繰 替
運 用

日 計

累 計

翌年度
繰越金

日 計

累 計

様式第６４号（第９５条、第１３３条関係）

日 計 報 告 書

現在高
年度別

合 計



附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 市長は、令和８年３月３１日までの間は、なお従前の例により、この規則の施行の日

の前日においてこの規則による改正前の第４２条及び第８０条の規定により現に公金の

徴収若しくは収納又は支出に関する事務（以下この項において「従前の公金事務」とい

う。）を行わせている者に当該従前の公金事務を行わせることができる。 


